
１３．教員免許更新制の円滑な実施

（ 新 規 ）
21年度要求額 ４，６８３，３９４千円

１ 趣 旨
（１）平成２１年４月から教員免許更新制が開始され、国公私立学校のすべての現職教

員（約１１０万人）は、１０年ごとに更新講習を受講・修了する義務が新たに課さ
れることとなる。

（２）そのため、全国的に毎年約１０万人の現職教員が受講することができる更新講習
を質的にも量的にも確保するとともに、多様な学校種、教科等を担当する教員の更
新講習受講の機会均等を図るため更新講習を開設する大学等に対して補助を行う。

（３）また、教員免許更新制を混乱なく円滑にスタートさせるため、全国すべての現職
教員に制度の周知徹底を図るため、免許状更新講習研究協議会の開催、教員免許更
新制度・手続に関する手引き書の作成などを実施する。

２ 内 容
１．免許状更新講習開設事業費等補助 4,658,477千円（ 新 規 ）

すべての地域において、必要な免許状更新講習が開設され、教員免許更新制が円
滑に実施されるため、国が免許状更新講習を開設する大学等に対して、以下のよう
な補助を行う。

①教員免許更新講習の開設者に対する補助
②山間へき地、離島における更新講習の開設者に対する補助
③特別支援学校関係や職業専門教科・科目の更新講習の開設者に対する補助
④全国的又は地域的な教育課題等を的確に把握し、解決のために役立つプログ
ラムを開発・提供する開設者に対する補助

２．教員免許更新制理解促進事業 24,917千円（ 新 規 ）
教員免許更新制を混乱することなく円滑に実施するため、全国すべての教員110万

人に制度の周囲徹底を図るとともに、制度を運営していくうえで、必要不可欠な事
業を実施する。
①免許状更新講習研究協議会の開催
②教員免許更新制度・手続に関する手引き書の作成
③教員免許更新制度周知・理解度全国一斉調査事業 など

－ 50 －



免許状更新講習開設事業費等補助
～多様で質の高い免許状更新講習の開設による教員の指導力や専門性の向上を目指す～

平成21年度要求額 ４，６５８百万円

【背景・前提】
○ 教員免許更新制が平成２１年４月からスタート
○ すべの現職教員が教員免許更新講習を受講・修了する義務が課せられる。
○ 大学等は更新講習の開設者として想定されている。

【課題】
○ 更新講習の開設は、受講者数が不透明など、採算性に乏しい。
○ 大学等の自主的な取組に委ねると、各学校種、教科等に対応した十分な更新講習を確保することは困難。
○ 山間地離島などのへき地においても円滑に更新講習を受講できることが必要。
○ 特別支援教育をはじめとした対象人数が少数の教科・科目に対応した更新講習も開設が必要。
○ 学校現場における教育課題に対応した更新講習の研究開発のためのファンドがない。

【解決の手段①】
① 免許状更新講習を開設する大学に対し支援することで、
更新講習を量的・質的に確保する。

② 山間地離島へき地で更新講習を開設する大学に対し支
援することで、受講機会の機会均等を図る。

③ 特殊要因の教科・科目に対応した更新講習を開設する
大学に対し支援することで、対象人数が少数の教員の受
講機会を確保する。

○学校をとりまく最新の教育事情について講習を受講
○それぞれの抱える課題に応じて講習を受講

【解決の手法②】

○ 学校が抱える諸課題に対応できる更新
講習のプログラム開発を行う大学に対し
て支援することで、更新講習内容の質的
向上を図る。

全国的又は地域的な教育課題等を的確に把握し、
解決のために役立つプログラムの研究開発

プログラムの内容

大学・短期大学

・更新講習開設大学（拠点地実施）
に対する補助

教員免許更新講習開設事
業費補助

・山間地離島へき地での更新講習開設大学に対する補助
・特殊要因教科・科目に対応する更新講習開設大学に対
する補助

山間地離島へき地等更新講習開設事業費補助

指定教員養成機関 独立行政法人、公益法人等
（研修事業を主たる業務としている機関）

最新の知識技能の刷新
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教員免許更新制理解推進事業
～教員免許更新制の円滑な実施をめざして～

平成21年度要求額 ２５百万円

教員免許更新制を混乱なく円滑にスタートさせるため、全国すべての教員１１０万人に
制度の周知徹底を図るとともに、制度を運営していくうえで、必要不可欠な事業を実施す
る。

要求額 ３百万円

免許状更新講習の質の向上をはじめ、教員
免許更新制の円滑化実施のために、大学、教
育委員会、学校の関係者が一堂に会し、事例
研究、情報交換等を行いつつ、課題等の解決
を図る。

要求額 ２百万円

教員免許更新制度及び手続について、免許状
更新講習修了の確認、更新講習受講免除の認定、
修了確認期限の延期など、複雑多岐にわたる制
度の詳細について説明した、手引き書を作成・刊
行することにより、制度の周知・徹底を図る。

要求額 3百万円

平成２１年度概算要求に計上している教員
免許更新講習開設事業費補助等の執行に係
る事務経費及び予算の執行状況について、
監査・監督するための経費を計上する。

免許状更新講習研究協議会の開催

要求額 9百万円

平成２１年４月から本格実施が予定されてい
る教員免許更新講習の認定業務や免許更新
制度に関する問い合わせ窓口にかかる事務経
費を計上するとともに、認定された更新講習に
ついて、有識者からなる協力者会議において、
実地調査を実施し、更新講習の質的な検証を
行う。

教員免許更新講習認定事務費

教員免許更新制度・手続に関
する手引き書の作成

要求額 ７百万円
更新講習受講義務者一人一人が、教員免許

更新制度に関する理解度をチェックするための
ツールソフトを開発し、各学校に対して理解度
の状況を調査・集計し、分析することで、今後
の周知活動の対応方策の検討材料とする。

教員免許更新制度周知・理解
度全国一斉調査事業

免許状更新講習開設事業費等
補助事務費

免許更新制の円滑な実施
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１４．特別支援教育の推進

（前年度予算額 ６０３，１３８千円）
21年度要求額 １，４７６，７３４千円

１ 趣 旨

幼稚園から高等学校までを通じて，発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の自
立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子ども一人一人
の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行うため、外部専門家の活用
を含めた特別支援教育の体制整備を総合的に推進する。

２ 内 容

１．発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（拡充）806,134千円(503,052千円)
発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、外部専門家による

巡回指導、各種教員研修、学生支援員の活用などを実施する。
委嘱先 ４７都道府県

２．発達障害等に対応した教材等の在り方に関する調査研究事業（新規）
105,816千円( 新 規 )

発達障害等の障害特性に応じた教材等の在り方やそれらを活用した効果的な指導
方法等について、調査研究を実施する。

委託先 ６団体

３．特別支援学校等の指導充実事業（拡充） 132,402千円( 100,086千円)
特別支援学校等の教育課程や職業教育の改善、外部専門家を活用した指導方法

等の改善及び自閉症の特性に応じた教育課程の在り方等について実践研究を実施
する。

４．発達障害を含む特別支援教育におけるＮＰＯ等活動体系化事業（新規）
132,382千円( 新 規 )

ＮＰＯを含む民間団体における障害児教育支援活動について、団体間の連携、
情報共有、支援活動の互助を推進するための体系化を推進する。

委託先 １１団体

５．拡大教科書等普及推進事業（新規） 300,000千円( 新 規 )
障害のある児童及び生徒が十分な教育を受けることができるように、拡大教科

書等のデジタルデータの提供・促進等による拡大教科書等の普及促進を図る。
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子ども一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進

教育
労働

その他

福祉

医療

保健

教員研修（幼小中高）外部専門家による巡回指導

相談支援ファイルの活用

地域住民への理解・啓発

・発達障害等に対応した教材等の在り方に関する調査研究
（ （新規）要求額 １０６百万円

発達障害等の障害特性に応じた教材等の在り方やそれらを活
用した効果的な指導方法等について、調査研究を実施する。

・拡大教科書等普及推進事業（新規） 要求額 ３００百万円

障害のある児童及び生徒が十分な教育を受けることができるように、
拡大教科書等のデジタルデータの提供・促進等による拡大教科書等
の普及促進を図る。

研究・普及指導・助言

障害のある児童生徒への教材等支援特別支援学校の指導の充実

大学、企業、研究機関特別支援学校

特別支援連携協議会

保健、福祉、医療機関との連携

グランドモデル地域
【乳幼児期から成人期に至るまで一貫した支援】

特別支援教育推進地域（４７都道府県）

～特別支援教育の理念～
障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の

教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。

特別支援学校等の指導充実事業（拡充） 要求額 １３２百万円

特別支援学校等の教育課程や職業教育の改善、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ
等の外部専門家を活用した指導方法等の改善及び自閉症の特
性に応じた教育課程の在り方等について実践研究を実施する。
※ＰＴ（理学療法士）、ＯＴ（作業療法士）、ＳＴ（言語聴覚士）

発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（拡充） ８０６百万円
発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、外部専門家による巡回指導、各種教員研修、厚生労働
省との連携による一貫した支援を行うモデル地域の指定などを実施することにより、特別支援教育を総合的に推進する。

特別支援教育を推進するための体制の整備
特別支援教育就学奨励費
負担等

要求額７，１３７百万円

特別支援学校及び小・中学
校の特別支援学級等に就
学する児童生徒等の保 護

者等の経済的負担を軽減す
るため、その経済的負担能
力に応じ、就学に必要な交
通費・教科用図書購入費・
学用品費等を補助

発達障害を含む特別支援教
育におけるＮＰＯ等活動体系
化事業（新規）

要求額132百万円

ＮＰＯを含む民間団体における
障害児教育支援活動について、
団体間の連携、情報共有、支援
活動の互助を推進するための体
系化を推進する。

保護者への支援ＮＰＯ等による支援

高等学校における発達障害支援
モデル事業（拡充）要求額 ６５百万円

高等学校段階における支援
についての調査研究

就学前の幼児への支援
についての調査研究

発達障害早期総合支援モデル
事業（拡充）要求額 １９８百万円
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１５．外国人児童生徒教育の充実

（前年度予算額 ２２３，０８２千円）
21年度要求額 ４０１，９１０千円

１ 趣 旨

教育振興基本計画や(与)外国人学校及び外国人子弟の教育を支援する議員の会中
間とりまとめ・提言（平成20年6月 「外国人児童生徒教育の充実方策について」）、
（平成20年6月27日初等中等教育における外国人児童生徒教育の充実のための検討会
報告）等を踏まえ、バイリンガル支援員を配置した外国人児童生徒の指導や、就学
前初期指導教室（プレクラス）の開設、センター校の設置を引き続き推進するとと
もに、地域のNPO・ボランティア団体等の関係者を「就学促進員」として委嘱し、不
就学の外国人家庭への働きかけを行う等のきめ細やかな就学支援を実施する。

２ 内 容

１．帰国・外国人児童生徒受入促進事業（拡充） 401,910千円(223,082千円)
（１）委嘱地域による実践研究

実施主体：都道府県教育委員会等
委嘱地域：２０地域
実施内容：都道府県教育委員会において、以下の取組を実施。
①有識者による運営協議会の開催
②帰国・外国人児童生徒教育についての取組を域内に周知するフォーラムの開
催

③学校における教育をサポートする外部人材を集めるための人材バンクの構築
④域内の市町村教育委員会における取組に対する企画及び指導助言
○域内の学校への日本語指導の際の補助や学校と保護者との連絡調整等を行
う際に必要な外国語の分かる人材の配置

○就学前の外国人の子どもへの初期指導教室（プレクラス）の実施
・日本の学校生活への適応指導
・挨拶、ひらがな等の基本的な日本語指導
・基礎的な学習の指導 等

○帰国・外国人児童生徒の地域・学校での受入体制の整備
・帰国・外国人児童生徒教育の拠点となるセンター校の設定
・域内のセンター校以外の帰国・外国人児童生徒在籍校に対する、巡回指
導、巡回相談の実施 等

○就学促進員の活用や教育委員会と関係機関等との連携による就学支援の実
施
・地域のNPO・ボランティア団体等の関係者を「就学促進員」に委嘱し、不
就学の外国人家庭に対する就学案内等の説明や働きかけ等を実施

・企業と連携した外国人労働者に対する子弟の就学啓発活動
・外国人登録部局・学校と連携した就学相談 等

（２）外国人児童生徒教育に係る支援
実施主体：文部科学省
実施内容：
①外国人児童生徒教育に係る研究協議会の開催
②指導資料の作成
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公立学校の受入体制の一層の充実
効果的な就学促進方策の推進

全国の教育委員会・教育現場等

①日本の学校制度を知らないまま入国する外国人の増加
②外国人の居住実態が不確定、就労環境、親の意識の違いによる不就学

の外国人の子どもの出現
③公立学校に就学する帰国・外国人児童生徒の増加による日本語指導が

必要な児童生徒の増加

○就学促進員の活用や、教育委員会と関係
機関等との連携による就学支援を実施
・外国人に対する学校説明会
・企業と連携した就学啓発活動
・外国人登録部局と連携した就学相談 等

①
渡
日
後

外国人の子弟の増加及びそれに伴う課題

日本の学校制度
が分からない

○初期指導教室（プレクラス）の実施
・日本の学校生活への適応指導
・挨拶、ひらがな、カタカナ等の基本的な日本語指導
・基礎的な学習の指導 等

②
入
学
前
・

入
学
直
後

日本語が分から
ない

○域内の学校への日本語指導の際の補助や学校と保護者との連絡調
整等を行う際に必要な外国語の分かる人材を配置

○地域・学校での受入体制の整備
・帰国・外国人児童生徒教育の拠点となるセンター校の設定
・域内の小中学校に対する巡回指導の実施

・放課後の補充学習（宿題の指導等） 等

③
入
学
後

授業が分からない

各段階（３ステップ）による支援の必要性
（下記の事業を外国人が多く集住する地域に委嘱）

成 果 の 還 元
（連絡協議会の開催等）

２１年度要求額 ４０１，９１０千円（２２３，０８２千円）
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１６．コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進

（前年度予算額 １８１，９９３千円）
21年度要求額 １８０，３３４千円

１ 趣 旨

教育改革国民会議報告や総合規制改革推進会議の答申、平成１６年３月の中央教育
審議会答申等の提言を踏まえ、これまでの学校運営の改善の取組をさらに一歩進める
ものとして、平成１６年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正
され、学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）が導入された。
学校運営協議会制度は、地域に開かれた信頼される学校づくりを進めるため、保護

者や地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営に参画する新しい仕組みである。
このような法律に定められた趣旨を周知するとともに、制度の普及・活用の取組が多
くの地域で行われるよう、その着実な推進を図る。

２ 内 容

１．コミュニティ・スクール推進事業 142,765千円（ 153,000千円）
・コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の活用を推進するため、制度
運用の方策を研究・開発し、制度の円滑な普及に資する。

・事業委嘱 ３０５校

２．コミュニティ・スクール推進協議会等の開催（拡充）
37,569千円（ 25,000千円）

・制度の普及が進んでいない地域の保護者、地域住民、学校等を対象とした協議
会を開催し、制度についての理解を促進するとともに、全国の学校運営協議会
の委員、教育委員会関係者を対象とした研究会を開催し、効果的な運用に向け
た取組を推進する。

・全国５会場で開催

３．前年度限りの経費（成果検証委員会の開催） 0千円（ 3,993千円）
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コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度）推進プラン

平成１６年 学校運営協議会の制度化（地教行法の改正）

コミュニティ・スクール推進事業
○ 都道府県教育委員会等に対して、調査研究
を委嘱

・地域住民の意向を適切に把握し反映させるための
具体的方法

・学校運営に関する学校運営協議会の役割と関係者
・関係機関との連携の在り方

・学校支援ボランティアなど外部の人材の効果的な
活用の在り方

・学校の点検・評価の在り方

○ 事例集の作成

調査研究等で得られた新たな取組や、これまでの
成果と課題を踏まえた改善の取組を取りまとめた事
例集を学校・教育委員会等に配布

地域に開かれた信頼される学校の実現

推進委員会
委員：保護者・地域住民代表・教育委員会・

学校関係者など

研
究
成
果
の
発
信

＜期待される効果＞

保護者や地域住民が責任を持って学校運営に参画
・ 保護者や地域住民と校長・教職員が一体となった学校づくりの促進
・ より公正で透明な学校運営の実現
・ 教育活動に地域の協力を得やすい環境の構築

報
告

指
定

学 校

教育委員会

調査研究のテーマ例

コミュニティ・スクール
推進協議会等の開催

○ コミュニティ・スクール推進
協議会（全国４会場）

・学校運営協議会制度の普及・啓発
・調査研究の成果の発信 等

制度の普及が進んでいない地域の保
護者、地域住民、学校関係者等

目 的

○ 学校運営協議会委員研究会
（全国１会場）

委員の役割、保護者・地域と学校と
の連携等に関する課題を共有し、協議
会の効果的な運用について研究協議を
行う。

全国の学校運営協議会の委員、協議
会設置校のある教育委員会関係者

対 象

文部科学省 委嘱

対 象

目 的

学校運営協議会の設置（コミュニティ・スクールの指定）を促進
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１７．学校評価システムの構築

（前年度予算額 ６０６，６１４千円）
21年度要求額 ６４４，３１３千円

１ 趣 旨

（１）学校評価については、平成１９年６月の学校教育法一部改正により、学校評価の
実施とその結果に基づく学校運営の改善及び学校の情報提供に係る総合的な根拠規
定が盛り込まれるとともに、同年１０月の学校教育法施行規則の一部改正により、
自己評価に加え、新たに学校関係者評価について規定された。

（２）また、平成１９年１２月の「教育再生会議」第三次報告において 「国は、第三者、
評価についてのガイドラインを示す」ことが明確に提言されたところである。

（３）このような背景を踏まえ、適切な学校評価システムの構築を図るために、各学校
における学校評価の推進と情報提供の充実への取組を通じた学校運営の改善を促進
するとともに、第三者評価ガイドラインの策定への取組を推進する。

２ 内 容

１．第三者評価ガイドラインの策定に向けた調査研究

（１）第三者評価ガイドラインの策定に向けた調査研究
7,681千円（ 新 規 ）

「第三者評価ガイドライン」を策定するため、有識者による検討会議を開催する。
【初等中等教育局初等中等教育企画課に計上】

（２）第三者評価ガイドラインの策定に向けた実地検証（拡充）
175,431千円（ 78,614千円）

「第三者評価ガイドライン」の素案に基づき、国が直接に実地検証を行うほか、
設置者等においても実地検証に取り組む。

国実施：30校→90校 ／ 地方実施：128校→320校

２．学校評価の充実・改善の推進

（１）第三者評価等に関する調査研究委託 180,952千円（ 208,000千円）

「第三者評価の評価者研修の在り方 「評価結果を踏まえた設置者による改善支援」
の在り方」等のテーマについて、大学や民間機関に委託し調査研究を実施する。

大学・民間等研究機関 8機関→6機関
１機関当たり ＠29,979千円

【初等中等教育局初等中等企画課に計上】

（２）学校評価・情報提供の充実・改善等のための実践研究
250,000千円（ 320,000千円）

「学校関係者評価の推進 「学校による情報提供の充実 「設置者による学校改善」 」
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の支援 「高等学校・特別支援学校における学校評価の在り方」等のテーマを重点的」
に実施する。

評価実践研究委託先 64地域→50地域
１地域当たり ＠5,000千円

【初等中等教育局初等中等教育企画課に計上】

（３）学校評価等に係る好事例の普及・推進 30,249千円（ 新 規 ）

学校評価・情報提供に係る各学校・教育委員会の取組を「事例集」にとりまとめ
て国から発信するとともに、ブロック別協議会の開催を通じ、好事例を全国に普及
・推進する。

事例集作成 50,000部
ブロック研修協議会の開催 4カ所
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平成２１年度事業では・・・

≪自己評価・学校関係者評価
を踏まえた第三者評価の実施≫

(２)学校評価の充実・改善の推進

学校評価システムの構築

平成２１年度概算予算額 ６４４百万円（前年度予算額 607百万円）

◆中央教育審議会答申
「新しい時代の義務教育を創造する」
自己評価の実施と結果公表の義務化、外部
評価の充実

◆学校の自主性・自律性が高まる上で、学校
運営の発展を目指す
◆学校と保護者・地域住民の連携協力を促進
する

学校評価システムの将来像

第三者評価

背 景

◆平成19年６月学校教育法の改正
学校評価結果に基づく学校運営の改善を図ること、及び学校の積極的な情報提供について規定

→ 平成19年10月学校教育法施行規則の改正（自己評価に加え、新たに学校関係者評価について規定）
→ 平成20年１月学校評価ガイドラインの改定

(１)第三者評価ガイドラインの策定
に向けた調査研究

○第三者評価ガイドライン策定の
ための有識者会議

８百万円( ０百万円)

○第三者評価ガイドラインの策定
に向けた実地検証

１７５百万円(７９百万円)

◆平成19年12月「教育再生会議」第3次報告 → 学校の第三者評価について言及
◆平成20年７月「教育振興基本計画」 → 学校評価の推進とその結果に基づく学校運営の改善について言及

≪自己評価・学校関係者評価の検証≫

学校関係者
評価

・「第三者評価ガイドライン」を策定するため、
有識者による検討会議を実施。

・「第三者評価ガイドライン」の素案に基づき、
国が直接に実地検証を行うほか、設置者等
においても実地検証に取り組む。

［国：90校／地方：320校］

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案
の提示

検証結果の
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

○学校評価・情報提供の充実・改善
等のための実践研究

２５０百万円 (３２０百万円)
・学校関係者評価、学校の情報提供の充実
改善等を図るための実践研究の実施。

［全国：64地域→50地域］

○第三者評価等に関する調査研究
委託 １８１百万円(２０８百万円)
・第三者評価の手法等について大学や民間
の研究機関等に委託し、調査研究を実施。

・事例集作成
・ブロック研修協議会の開催

○学校評価等に係る好事例の普及・
推進 ３０百万円 （ ０百万円）

第三者評価
の普及

自己評価・学校関
係者評価の普及

自己評価
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１８．義務教育教科書の無償給与

（前年度予算額 ３９，４３９，０００千円）
21年度要求額 ４０，５２３，０００千円

１ 概 要

義務教育教科書購入費については、憲法第２６条に掲げる義務教育無償の

精神を広く実現するものとして、国公私を問わず、義務教育諸学校の児童・

生徒が使用する教科書を国が発行者から直接購入し、無償で給与するための

経費である。

２ 内 容

教科書の定価は公共料金であることから、公共料金として適正な価格と

するため、前年の定価をベースに物価指数等の変動要素を適切に反映して、

毎年度、定価を改定しているところである。

平成21年度義務教育教科書購入費の概算要求については、物価水準が大

幅に上昇したこと等から教科書定価を対前年度＋2．0％改定し、405億円を

計上することとする。

（参考）予算額等の推移

Ｈ21年度要求年 度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度

億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円予 算 額 406 403 399 395 395 394 405

定価改定率 ▲0.6% ▲0.1% ▲0.6% ▲1.4% ▲0.6% 0.0% 2.0%
対前年度の定価に対する改定率

平成21年度要求児童生徒１人当たりの平均教科書費

・小学校用教科書 3,153円（教科書一冊あたり344円）

・中学校用教科書 4,568円（教科書一冊あたり494円）
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教科書無償給与制度について

国立学校 公立学校 私立学校

（購入契約を締結）

無償給与

・昭和38年からの制度発足以
来、国民の間に深く定着

・昭和44年に完全実施 平成21年度要求額
４０５億円

・諸外国においても、多くの国で
教科書の無償制を実施

義務教育諸学校の全ての児童生徒
※ 教科書は児童生徒の所有物、 書き込みをしたり、自宅に持ち帰って学習

国

理念

☆ 憲法第26条の義務教育無償の精神を広く実現
☆ 次代を担う子どもたちの国民的自覚を深めるなど、国民全体の
期待を込めて、教育的意義から実施

☆ 教育費の保護者負担の軽減

教科書発行者（教科書供給業者）

無償給与無償給与
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